
家族懇談会
　こころの病をお持ちの方のご家族が、
交流や情報交換等を行う懇談会
日時 7月28日（火）、10月28日（水）、12月
8日（火）、平成28年1月26日（火）、3月
8日（火）※時間はお問い合わせください。
場所深草総合庁舎3階保健センター他
対象深草支所管内に在住のこころの病の
ある方のご家族
内容交流会、講話等
費用無料
申込み不要
問合せ健康づくり推進室（◯深☎642-3879）

◆向島図書館　☎622-7001
えのひろば｢城南第二保育園児童作品展」
7月11日（土）～ 23日（木）、「白菊保育園
児童作品展」7月25日（土）～ 8月6日
（木）、「向島保育園児童作品展」8月8日
（土）～ 20日（木）
特設コーナー「スポーツ」7月中、「夏休
み課題図書」7～ 8月中
絵本展示コーナー
「てがみ」7月中、「夏」8月中
クールスポット事業
おたのしみ会　8月1日（土）11時
赤ちゃん絵本の会　8月14日（金）11時
◆醍醐図書館 ☎572-0700
テーマ図書
「夏休み課題図書・自由研究」7、8月中
特設コーナー「平和月間関連図書」8月中
クールスポット事業
おたのしみ会　
7月25日（土）10時30分
赤ちゃん絵本の会　
8月7日（金）10時30分
◆久我のもり図書館 ☎934-2306
テーマ図書
「原子力について考える」7月中、「語りつ
ぐ第二次世界大戦」「平和関連」8月中
夏休み課題図書コーナー
7月20日（月・祝）～ 8月31日（月）
クールスポット事業
おたのしみ会　7月25日（土）15時
赤ちゃん絵本の会　8月14日（金）11時
◆移動図書館「こじか号」巡回 ☎801-4196

日　時 場　所

7
月

16日
（木）

10時～10時50分 桃山南小学校
11時30分～12時 納所小学校

17日
（金）

10時～10時40分 ローソン淀際
目町店駐車場

11時～11時50分 明親小学校

を受給されている方は、お送りしている
『所得状況届』等を7月末日までに問合せ
先へ提出してください。
問合せ保険年金課（◯伏☎611-1875
◯深☎642-3826◯醍☎571-6529）

福祉医療費受給者証（子ども医療
を除く）の更新を行います
　前年の所得等をもとに8月からの受給
資格の判定を行い、受給資格のある方に
ついては7月末に新しい受給者証を、資
格喪失の方については資格喪失通知書を
送付します（ひとり親家庭等医療につい
ては現況届の提出が必要です）。
　資格喪失となった方でも、所得の修正
や世帯構成に変更があった場合は対象と
なることがありますので、再度申請して
ください。前年の所得により判定を行う
ため、前回、所得超過により資格喪失と
なった方でも対象となることがあります
ので、その場合は8月（重度障害老人健
康管理費については、
7月中）に申請してく
ださい。
　老人医療について
は、8月から制度の対
象要件が変わりますが、昭和25年8月1
日以前にお生まれの方の対象要件は変わ
りません（昭和25年8月2日以降にお生ま
れの方は所得税非課税世帯の方のみが対
象となります）。
申請先・問合せ
※�問合せ先が異なりますので、ご注意く
ださい。
ひとり親家庭等医療･重度心身障害者医
療･老人医療：福祉介護課
（◯伏☎611-2207◯深☎642-3493◯醍☎571-6244）
重度障害老人健康管理費：保険年金課
（◯伏☎611-1875◯深☎642-3826◯醍☎571-6529）

平成27年度介護保険料通知書送付 
のお知らせ
　介護保険第1号被保険者（65歳以上）の
方を対象に、7月下旬までに送付します。
　今回の通知は、平成27年度の市民税
情報が決定されたことにより今年度の保
険料の確定額をお知らせするものです。
　保険料の納付については、市内在住
で、年額18万円以上の老齢・退職・障害・
遺族年金を受給の方は、年金からの引落
し（特別徴収）になります（年度途中で65
歳になられた方、京都市に転入された方
等を除く）。
　特別徴収でない方で、今回の通知書に
納付書が綴られている方は、毎月、期限
までに最寄りの金融機関又は郵便局でお

お気軽にご相談ください。
行政書士による無料相談会
　奇数月の第4木曜日に開設していま
す。相続遺言、公正証書、交通事故、医
療・福祉、内容証明、後見制度、在留許
可等
日時 7月23日（木）14時～ 16時
場所伏見区総合庁舎4階第5会議室
問合せ京都府行政書士会第6支部事務局
伏見分室（☎575-2808）
行政相談委員による 
無料行政相談会
　毎月第3火曜日に開設しています。
日時 7月21日（火）13時30分～ 15時30分
（醍醐寺理性院は13時～ 14時30分）

場所伏見区役所・深草支所・醍醐寺理性院
問合せ地域力推進室まちづくり推進担当
（◯伏☎611-1144◯深☎642-3203
◯醍☎571-6135）

新しい高齢受給者証を 
お送りします
　市国保に加入している70 ～ 74歳の方
がお持ちの高齢受給者証は、7月31日
（金）で有効期限が切れるため、新しい受
給者証を郵送等により7月中にお届けし
ます。
高齢受給者証の負担割合が 
3割の方へ
　負担割合が3割の高齢受給者証をお持
ちの方で、世帯の平成26年中の収入が
次の条件1又は条件2のいずれかに当て
はまる場合は、申請により負担割合が1
割又は2割となります。申請が認定され
た場合、申請した月の翌月から適用され
ます。
条件①70 ～ 74歳の国保加入者が1人（本
人のみ）の場合は383万円未満（70 ～ 74
歳の国保加入者が2人以上の場合は収入
の合計額が520万円未満）
条件②70 ～ 74歳の国保加入者と、国保
から後期高齢者医療制度に移った方の収
入の合計が520万円未満
7月中旬に後期高齢者医療保険料
のお知らせをお送りします

㋐4月から特別徴収（年金からの引落と
し）されている方：平成27年度の正式な
保険料額と、10月、12月及び平成28年2
月に特別徴収する保険料額をお知らせし
ます。
㋑㋐以外の方（7月以降に保険料を納付い
ただく方）：平成27年度の保険料額と、7
月以降の保険料の納付方法についてお知
らせします。
問合せ保険年金課（◯伏☎611-1864
◯深☎642-3809◯醍☎571-6568）
障害基礎年金の所得状況届等は 
7月末までにご提出ください
　国民年金の障害基礎年金（年金証書の
年金コードが「2650」又は「6350」の場合）

納めください。
　なお、便利な口座振替による納付もで
きます。ご希望の方は、口座をお持ちの
金融機関等にお申し込みください。
問合せ福祉介護課介護保険担当（◯伏☎
611-2278◯深☎642-3603◯醍☎571-6471）

7月は 
「愛の血液助け合い運動」月間 
～献血にご協力を！～
　毎年夏季は、長期休暇
等で学校や企業、団体等
からの献血への協力が得
にくく、一時的に献血者が
減少することがあります。
　輸血用血液は年間を通じて安定的に確
保することが大切です。献血へのご理解
とご協力をお願いします。

日　時 場　所
7月24日
（金）

10時～12時 板橋会館（板橋小
学校東門北）13時～16時

問合せ
健康づくり推進課（◯伏☎611-1161）
献血ルーム伏見大手筋
（フリーダイヤル☎0120-731-350）

胸部（結核・肺がん）・大腸がん検診
日　時 場　所

7月

22日（水） 稲荷小学校
24日（金） 神川小学校
28日（火） 伏見南浜小学校
30日（木） 陀羅谷集会所

※車でのご来場はお断りします。
受付 14時～ 15時30分
対象結核検診：15歳以上、肺がん・大腸が
ん検診：40歳以上（ただし、陀羅谷集会所
は15時まで）
費用胸部検診：無料、喀痰検査:1,000円
大腸がん検診：300円
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）
HIV（エイズ）・性感染症検査 

【匿名・無料】
　後天性免疫不全症候群
（AIDS：エイズ）の原因にな
るHIV（ヒト免疫不全ウイル
ス）の抗体検査です。ご希望
により、性感染症検査も同
時に受検できます。
日時毎週金曜日：9時～ 10時30分
＊�検査結果は、2週間後の検査実施日に
来所にてお知らせします。

場所伏見区総合庁舎2階保健センター
申込み不要
問合せ健康づくり推進課（◯伏☎611-1162）

　市では、私道を新たに舗装する際や舗装
を補修する際に、標準工事費の75％を助成
します（舗装工事に伴う排水施設の新設・補
修も助成の対象になります）。
　助成を受けるには、いくつかの条件を満
たすことが必要です。助成を希望される際

には、伏見土木事務所、区役所・支所で配布
中の手引きをご覧いただき、伏見土木事務
所までお問い合わせください。
申込み 7月15日（水）～平成28年3月15日（火）
受付・問合せ同事務所（☎611-5371）

私道の舗装・補修工事 
助成制度

お知らせ
【平成27年6月1日現在の推計】人口　280,927人（男 134,395人　女 146,532人）　世帯数 127,952世帯
【平成27年5月中の動き】人の動き（住民基本台帳異動数）　出生 180人　死亡 188人　転入 862人　転出 843人

火災 6件（前年同月差 ＋1件）　救急出動 1,420件（前年同月差＋137件）
交通事故（速報値集計数）発生 81件　死者 2人　負傷者 99人

歩行者や自転車、原付バイクの高速道路への立入は重大事故につながります。ご注意ください。

5月中
の件数数字でみる

伏見区

伏見区役所  〒612-8511 鷹匠町39番地の２☎611-1101（代）
神川出張所☎921-0028　淀出張所☎631-2040

深草支所  〒612-0861  深草向畑町93-1 ☎642-3101（代）
醍醐支所  〒601-1366  醍醐大構町28   ☎571-0003（代）

＝伏見区役所
＝深草支所
＝醍醐支所
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